
四日市市告示第７６号 

四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。 

令和７年３月１１日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部を改正する要綱 

四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第１

８２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄に掲

げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものと

する。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

要綱名 手続又は様式 備考 

（略） 

四日市市高齢者日常生活

用具給付事業実施要綱（平

成２年四日市市告示第７

８号） 

第１号様式及び第３号

様式 

署名をした場合に限る。 

四日市市短期宿泊事業実

施要綱（平成１２年四日市

市告示第１３２号） 

第１号様式及び第４号

様式 

署名をした場合に限る。 

四日市市介護施設開設準

備経費補助金交付要綱（令

和４年告示第１６９号） 

第１号様式、第６号様

式、第７号様式、第１

０号様式及び第１４号

様式 

第１号様式、第７号様式、第

１０号様式及び第１４号様

式においては、代表者が署名

した場合に限る。 

四日市市公的介護施設等

整備費補助金交付要綱（令

和４年告示第１６８号） 

第１号様式、第７号様

式、第８号様式、第１

１号様式、第１４号様

第１号様式、第８号様式、第

１１号様式、第１６号様式に

おいては、代表者が署名した



式及び第１６号様式 場合に限る。 

 （略） 

四日市市失語症会話パー

トナー派遣事業実施要綱

（平成２５年四日市市告

示第１３９号） 

第７号様式 署名をした場合に限る。 

四日市市身体障害者（児）

訪問入浴サービス事業実

施要綱（平成２８年四日市

市告示第１０４号） 

第２号様式、第７号様

式、第９号様式、第１

０号様式、第１２号様

式及び第１３号様式 

第２号様式、第７号様式及び

第９号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市重度障害者手当

支給要綱（令和２年四日市

市告示第４２７号） 

第１号様式 署名をした場合に限る。 

四日市市新生児聴覚スク

リーニング検査費用補助

金交付要綱（平成２８年四

日市市告示第１３４号） 

第４号様式 第４号様式については、署名

をした場合に限る。 

 （略） 

四日市市母子生活支援施

設保育機能強化事業実施

要綱（平成１６年四日市市

告示第８２号） 

第４号様式  

四日市市民間研究所立地

奨励金交付要綱（平成１５

年四日市市告示第３１２

号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

７号様式 

第７号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市創業等支援事業

者補助金交付要綱（平成２

７年四日市市告示第１３

８号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

６号様式 

第６号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 



 （略） 

四日市市中小企業IoT等活

用促進事業補助金交付要

綱（平成３０年四日市市告

示第１０６号） 

第１号様式、第６号様

式、第８号様式及び第

１２号様式 

第１２号様式については、署

名（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市IT企業等進出支

援事業補助金交付要綱（令

和２年四日市市告示第１

８３号） 

第１号様式、第４号様

式、第５号様式、第７

号様式、第９号様式及

び第１１号様式 

第１１号様式については、署

名（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市農産物価格安定

対策要綱（昭和４４年四日

市市告示第２１号） 

第１号様式から第３号

様式まで 

 

 （略） 

四日市市鳥獣被害自主防

除活動事業交付金交付要

綱（平成３０年四日市市告

示第４０９号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

６号様式 

第６号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市中小企業省エネ

ルギー設備更新等事業費

補助金交付要綱（平成２４

年四日市市告示第２７７

号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

７号様式から第１０号

様式まで 

第７号様式及び第８号様式

については、署名（法人その

他の団体にあっては、代表者

の署名）をした場合に限る。 

（略） 

四日市市特定優良賃貸住

宅供給促進事業要綱（平成

２４年四日市市告示第１

２２号） 

第１号様式、第３号様

式、第８号様式から第

１０号様式まで及び第

１５号様式から第１９

号様式まで 

 

四日市市生産緑地地区指

定要綱（平成２６年四日市

市告示第３８９号） 

第１号様式  



国道２３号四日市地区沿

道環境整備に係る防音工

事助成要綱（昭和６２年四

日市市告示第１６０号） 

第１号様式及び第３号

様式 

第３号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

 （略） 
 

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄に掲

げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものと

する。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

要綱名 手続又は様式 備考 

（略） 

四日市市高齢者日常生活

用具給付事業実施要綱（平

成２年四日市市告示第７

８号） 

第１号様式及び第３号

様式 

署名をした場合に限る。 

四日市市高齢者生活支援

事業要綱（平成１２年四日

市市告示第１１５号） 

第１号様式 署名をした場合に限る。 

四日市市短期宿泊事業実

施要綱（平成１２年四日市

市告示第１３２号） 

第１号様式及び第４号

様式 

署名をした場合に限る。 

四日市市介護施設開設準

備経費補助金交付要綱（平

成２５年告示第５０７号） 

第１号様式、第６号様

式、第７号様式、第１

０号様式及び第１４号

様式 

第１号様式、第７号様式、第

１０号様式及び第１４号様

式においては、代表者が署名

した場合に限る。 

四日市市公的介護施設等

整備費補助金交付要綱（平

成２７年告示第３７８号） 

第１号様式、第７号様

式、第８号様式、第１

１号様式、第１４号様

第１号様式、第８号様式、第

１１号様式、第１６号様式に

おいては、代表者が署名した



式及び第１６号様式 場合に限る。 

 （略） 

四日市市失語症会話パー

トナー派遣事業実施要綱

（平成２５年四日市市告

示第１３９号） 

第７号様式 署名をした場合に限る。 

四日市市知的障害者（児）

位置探索サービス費用助

成事業実施要綱（平成２８

年四日市市告示第４５号） 

第１号様式、第３号様

式及び第４号様式 

署名をした場合に限る。 

四日市市身体障害者（児）

訪問入浴サービス事業実

施要綱（平成２８年四日市

市告示第１０４号） 

第２号様式、第７号様

式、第９号様式、第１

０号様式、第１２号様

式及び第１３号様式 

第２号様式、第７号様式及び

第９号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市身体障害者緊急

通報システム事業運営要

綱（平成２８年四日市市告

示第１２４号） 

第１号様式 署名をした場合に限る。 

四日市市重度障害者手当

支給要綱（令和２年四日市

市告示第４２７号） 

第１号様式 署名をした場合に限る。 

四日市市新生児聴覚スク

リーニング検査費用補助

金交付要綱（平成２８年四

日市市告示第１３４号） 

第１号様式及び第４号

様式 

第４号様式については、署名

をした場合に限る。 

 （略） 

四日市市母子生活支援施

設保育機能強化事業実施

要綱（平成１６年四日市市

告示第８２号） 

第４号様式  



四日市市東海道おもてな

し事業補助金交付要綱（平

成３０年四日市市告示第

４１号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

７号様式 

第７号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市民間研究所立地

奨励金交付要綱（平成１５

年四日市市告示第３１２

号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

７号様式 

第７号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市研究開発マッチ

ングセミナー支援事業補

助金交付要綱（平成２１年

四日市市告示第４８９号） 

第１号様式、第４号様

式、第６号様式及び第

８号様式 

第８号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市創業等支援事業

者補助金交付要綱（平成２

７年四日市市告示第１３

８号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

６号様式 

第６号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

 （略） 

四日市市中小企業IoT等活

用促進事業補助金交付要

綱（平成３０年四日市市告

示第１０６号） 

第１号様式、第６号様

式、第８号様式及び第

１２号様式 

第１２号様式については、署

名（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

新型コロナウイルス感染

症に対応するための保証

料補助金交付要綱（令和２

年四日市市告示第１０８

号） 

第１号様式及び第３号

様式 

第３号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市IT企業等進出支

援事業補助金交付要綱（令

和２年四日市市告示第１

８３号） 

第１号様式、第４号様

式、第５号様式、第７

号様式、第９号様式及

び第１１号様式 

第１１号様式については、署

名（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市中小企業雇用継 第１号様式及び第３号 第３号様式については、署名



続支援補助金交付要綱（令

和２年四日市市告示第３

４７号） 

様式 （法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市農産物価格安定

対策要綱（昭和４４年四日

市市告示第２１号） 

第１号様式から第３号

様式まで 

 

（略） 

四日市市鳥獣被害自主防

除活動事業交付金交付要

綱（平成３０年四日市市告

示第４０９号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

６号様式 

第６号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市強い農業・担い手

づくり総合支援事業費補

助金（先進的農業経営確立

支援タイプ・地域担い手育

成支援タイプ）交付要綱

（令和２年四日市市告示

第８５号） 

第１号様式、第２号様

式、第４号様式から第

７号様式まで、第９号

様式から第１２号様式

まで、第１４号様式、

第１６号様式及び第１

７号様式 

第４号様式及び第１４号様

式については、署名（法人そ

の他の団体にあっては、代表

者の署名）をした場合に限

る。 

四日市市農業用ハウス強

靭化緊急対策事業費補助

金交付要綱（令和２年四日

市市告示第１５１号） 

第１号様式、第３号様

式、第４号様式及び第

６号様式から第９号様

式まで 

第９号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市中小企業省エネ

ルギー設備更新等事業費

補助金交付要綱（平成２４

年四日市市告示第２７７

号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式及び第

７号様式から第１０号

様式まで 

第７号様式及び第８号様式

については、署名（法人その

他の団体にあっては、代表者

の署名）をした場合に限る。 

（略） 

四日市市特定優良賃貸住

宅供給促進事業要綱（平成

２４年四日市市告示第１

第１号様式、第３号様

式、第８号様式から第

１０号様式まで及び第

 



２２号） １５号様式から第１９

号様式まで 

四日市市子育て世帯の住

み替え支援家賃補助金交

付要綱（平成２５年四日市

市告示第１３７号） 

第１号様式、第３号様

式、第５号様式、第７

号様式、第９号様式及

び第１１号様式 

第１号様式、第３号様式（住

宅手当支給証明書に限る。）、

第９号様式及び第１１号様

式については、署名（法人そ

の他の団体にあっては、代表

者の署名）をした場合に限

る。 

四日市市生産緑地地区指

定要綱（平成２６年四日市

市告示第３８９号） 

第１号様式  

四日市市空き家バンク制

度実施要綱（平成２８年四

日市市告示第１０３号） 

第１号様式、第５号様

式及び第６号様式 

第１号様式（所有者等の欄に

限る。）については、署名（法

人その他の団体にあっては、

代表者の署名）をした場合に

限る。 

国道２３号四日市地区沿

道環境整備に係る防音工

事助成要綱（昭和６２年四

日市市告示第１６０号） 

第１号様式及び第３号

様式 

第３号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

 （略） 
 

 

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

（総務部総務課） 

 


